
よくある質問 

 

 

Ｑ１. 学校図書館司書教諭の資格は、教員採用試験で加点されますか？ 

Ａ１. 一部の県では、加点されることとなっています。実施要項５ページにも記載されていますので、ご覧ください。 

どの県で加点が実施されるかについては、各都道府県教育委員会にお問い合わせください。 

 

Ｑ２. 大学で授業を受けて修得した学校図書館司書教諭の単位を証明する書類は、成績証明書の提出でもいいですか。 

Ａ２. 不可です。 

大学で授業を受けて修得した学校図書館司書教諭の単位の確認は、単位修得証明書で行います。 

 

Ｑ３. 現在、大学院生です。学部卒業時に教育職員免許状を取得しました。 

受講資格は（ア）の「教育職員免許法に定める小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の教諭の免許状を有する者」

か、（イ）の「大学に２年以上在学する学生で６２単位以上を修得した者」の、どちらになりますか。 

Ａ３. 教育職員免許状を取得している方の受講資格は、（ア）になります。 

 

 

 

   

 


